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はじめに

◇大阪労働局・労働基準監督署で取り扱う主な法律

労働基準法： 労働者の労働条件に係る最低ラインを定めた法律。

労働安全衛生法： 労働者が安全で健康に働けるように定めた法律。

最低賃金法： 労働者に支払う賃金額の最低単価を定めた法律。

◇労働基準法等における外国人労働者の取扱い

外国人労働者・日本人労働者 ⇒ 労働基準法等において区別はない。
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外国人労働者の雇用管理について

近年、わが国においても外国人労働者が増加しています。
その一方で、外国人を「安い労働力」として処遇している実態も見られる
ところです。
労働基準法や健康保険法などの労働関係法令及び社会保険関係法令
は、国籍を問わず外国人にも日本人と等しく適用されます。また、労働条
件面での国籍による差別も禁止されています。
外国人労働者が適切な労働条件及び安全衛生の下、在留資格の範囲
内で能力を発揮しつつ就労できるよう、「外国人労働者の雇用管理の改
善等に関して事業主が適切に対処するための指針」が出されています。
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適正な労働条件の確保（1）

（１） 均等待遇
労働者の国籍を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱いをしてはなら
ない。

（２） 労働条件の明示（外国人労働者向けモデルあり）
外国人労働者との労働契約の締結に際し、賃金、労働時間等主要な労働条件について、当該外国人
労働者が理解できるようその内容を明らかにした書面を交付すること。
また、賃金について明示する際には、賃金の決定、支払の方法等はもとより、税金、労使協定に基づく
一部控除等の取扱いについても外国人労働者が理解できるよう説明し、実際に支給する額が明らか
となるよう努める。

（３） 適正な労働時間の管理
法定労働時間の遵守、週休日の確保をはじめ適正な労働時間管理を行う。
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（４） 労働基準法等関係法令の周知
関係法令の定めるところによりその内容について周知を行うこと。その際には、分かりやすい説明書
を用いる等外国人労働者が理解しやすいように努める。

適正な労働条件の確保（２）

（５） 労働者名簿等の調製
労働者名簿、賃金台帳を調製すること。その際、家族の住所その他の緊急時における連絡先を
把握しておくよう努める。

（６） 金品の返還
外国人労働者の旅券等を事業主が保管してはならないこと。また、外国人労働者が退職する際
には、当該労働者から請求があった場合、７日以内（当該労働者が出国する場合は出国前）に賃
金を支払い、当該労働者の権利に属する金品を返還する。

※厚生労働省では労働基準関係法令を解説したパンフレットを６か国語(英語、ポルトガル語、中国語、スペイン語、韓国・朝鮮
語、タガログ語)で作成していますので、大阪労働局又は最寄の労働基準監督署へお問い合せください。
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< 労働基準法（概要）のパンフレット（表紙） >



< 外国人労働者向けモデル労働条件通知書① >
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< 外国人労働者向けモデル労働条件通知書② >
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貸付金と賃金について

（1） 賠償予定の禁止 （労働基準法第16条）

使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、
又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

趣旨
労働契約の期間の途中で転職したり、帰郷する等労働契約
の不履行があった場合に、違約金を定めたり、損害賠償額予
定をするなど、労働者の自由意思を不当に拘束し、労働関係
の継続を強いることを防止するもの。
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貸付金と賃金について

（2） 前借金相殺の禁止 （労働基準法第17条）

使用者は、前借金その他労働することを条件とする前
貸しの債権と賃金を相殺してはならない。

趣旨
前借金と賃金とを相殺することを禁止し、金銭貸借関係と
労働関係を完全に分離することにより、金銭貸借に基づく
身分的拘束の発生を防止するもの。
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貸付金と賃金について
（3） 賃金の支払 （労働基準法第24条）

賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは

労働協約に別段に定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払いの
方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、
法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある
ときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代
表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができ
る。
賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払
われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金については、この限
りでない。

趣旨
本条は、賃金の支払い方法について五つの原則を定め、労働の対価が完全か
つ確実に労働者本人の手に渡るように配慮したものである。



１．通貨以外のものの支払が認められる場合・・・・・・・法令・労働協約に現物支給の定めがある場合
２．賃金控除が認められる場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・法令(公租公課)、労使協定による場合
３．毎月１回以上／一定期日払いでなくてよい場合・・・臨時支給の賃金、賞与、査定期間が１か月を

超える場合の精勤手当、能率手当 等

例 外

1. 通貨で

2. 全額を

3. 毎月1回以上

4. 一定期日に

5. 直接労働者に使用者は 支払う

賃金支払5原則 貸付金返済の際も、賃金支払５原則を守らな
ければいけません。
＝原則賃金から控除する事は認められません。
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事 例

・ 留学生が途中で会社を辞める場合、あらかじめ違約金や損害賠償額を定

めておくことは許されません。

⇒ 身分的拘束、強制労働のおそれ

・ 留学生に対し、介護施設で働くことを条件に貸し付けた金銭と賃金を相殺

することは許されません。

⇒ 身分的拘束、強制労働のおそれ

・ 留学生に対し、本人の申出により貸し付けた学費、生活補助費等の金銭に

ついて、賃金から控除協定等なく控除することは許されません。

⇒ 生活保障の確保
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貸付金を支給した介護施設等が、貸付金を受給した留学生に対し、自社で『労働契約を

締結しなければならないこと』等を約束させる事は、労働基準法第16条の「賠償予定の禁
止」及び第17条の「前借金相殺の禁止」に抵触する可能性が高くなります。

その為、貸付金については、労働契約と明確に切り分け、当該留学生の他の介護施設
等での就労や退職の自由を妨げないようにし、強制性を伴わないよう「金銭消費貸借契
約」を結ぶ必要がある。その場合は、貸付の範囲や返済額、返済方法等について、あらか
じめ書面で明示することが望ましい。

留意事項



働き方改革関連法の概要
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残業時間の上限を法律で規制することは、70年前
（1947年）に制定された「労働基準法」において、
初めての大改革となります。

＜施行日＞ 2019年４月1日

（１）長時間労働の是正
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中小企業（中小事業主）とは
「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」附則第３条

業種 資本金の額又は
出資の総額

または 常時使用する
労働者数

小売業 5,000万円以下 または 50人以下

サービス業 5,000万円以下 または 100人以下

卸売業 1億円以下 または 100人以下

その他 3億円以下 または 300人以下
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（現在）

法律上は、残業時間の上限がありませんで
した。（行政指導のみ）

１年間＝12か月

残業時間
月45時間

年360時間

法定労働時間
１日８時間

週40時間

上限なし

年間６か月まで

大臣告示による上限
（行政指導）

（改正後）

法律で残業時間の上限を定め、これを超える残業
はできなくなります。

１年間＝12か月

年間６か月まで

残業時間(原則)
月45時間

年360時間

法定労働時間
１日８時間

週40時間

法律による上限(原則)

法律による上限(例外)
・年720時間
・複数月平均80時間＊
・月100時間未満＊

＊休日労働を含む

17

① 時間外労働の上限規制の導入

大阪労働局

※臨時的な特別の事情が
あって労使が合意する場
合でも 上記を超えること
はできません。



※ただし、上限規制には適用を猶予・除外する事業・業務があります。

【適用猶予・除外の事業・業務】

自動車運転の業務 改正法施行５年後に、上限規制を適用します。
（ただし、適用後の上限時間は、年９６０時間とし、将来的な一般則の適用については引き続き検討します。）

建設事業
改正法施行５年後に、上限規制を適用します。
（ただし、災害時における復旧・復興の事業については、複数月平均８０時間以内・１か月１００時間未満の
要件は適用しません。この点についても、将来的な一般則の適用について引き続き検討します。）。

医師
改正法施行５年後に、上限規制を適用します。
（ただし、具体的な上限時間等については、医療界の参加による検討の場において、規制の具体的あり方、
労働時間の短縮策等について検討し、結論を得ることとしています。）

鹿児島県及び沖縄県におけ
る砂糖製造業

改正法施行５年後に、上限規制を適用します。

新技術・新商品等の研究開
発業務

医師の面接指導（※）、代替休暇の付与等の健康確保措置を設けた上で、時間外労働の上限
規制は適用しません。
※時間外労働が一定時間を超える場合には、事業主は、その者に必ず医師による面接指導を受けさせなければな

らないこととします。
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３６協定届の記載例
（様式第９号（第16条第１項関係））

事業場（工場、支店、営業所
等）ごとに協定してください。

労働保険番号・法
人番号を記載して
ください。

この協定が有効と
なる期間を定めて
ください。１年間
とすることが望ま
しいです。

業務の範囲を細分化し、
明確に定めてください。

事由は具体的に
定めてください。

対象期間が３か
月を超える１年
単位の変形労働
時間制が適用さ
れる労働者につ
いては、②の欄
に記載してくだ
さい。

１年間の上限時間
を計算する際の起
算日を記載してく
ださい。その１年
間においては協定
の有効期間にかか
わらず、起算日は
同一の日である必
要があります。

１日の法定労働時間を
超える時間数を定めて
ください。

１か月の法定労働時間を超える時間
数を定めてください。①は45時間
以内、②は42時間以内です。

１年の法定労働時間を超える時間数
を定めてください。①は360時間以
内、②は320時間以内です。

時間外労働と法定
休日労働を合計し
た時間数は、月
100時間未満、２
～６か月平均80
時間以内でなけれ
ばいけません。こ
れを労使で確認の
上、必ずチェック
を入れてください。
チェックボックス
にチェックがない
場合には、有効な
協定届とはなりま
せん。

労働者の過半数
で組織する労働
組合が無い場合
には、３６協定
の締結をする者
を選ぶことを明
確にした上で、
投票・挙手等の
方法で労働者の
過半数代表者を
選出し、選出方
法を記載してく
ださい。
使用者による指
名や、使用者の
意向に基づく選
出は認められま
せん。

押印も必要です。

金属製品製造業 ○○金属工業株式会社 ○○工場
○○○ ○○○○

○○市○○町１－２－３
○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○年４月１日から１年間

○○○○年４月１日

受注の集中

月末の決算事務

設計

臨時の受注、納期変更

検査

経理

製品不具合への対応

機械組立

棚卸 購買

１０人

２０人

１０人

５人

５人

３時間

２時間

２時間

３時間

３時間

３０時間

１５時間

１５時間

２０時間

２０時間

２５０時間

１５０時間

１５０時間

２００時間

２００時間

○○○○ ３ １２

○○○○ ３ １５

投票による選挙

労働時間の延長及び休日の労働は必要最小限にとどめられるべきであり、
労使当事者はこのことに十分留意した上で協定するようにしてください。

なお、使用者は協定した時間数の範囲内で労働させた場合であっても、労
働契約法第５条に基づく安全配慮義務を負います。

検査課主任

山田花子

工場長

田中太郎 ㊞

管理監督者は労働者代表
にはなれません。

受注の集中 設計

臨時の受注、納期変更 機械組立

１０人

２０人

１か月に１日

１か月に１日

８：３０～１７：３０

８：３０～１７：３０

○ ○

３６協定で締結した内容を協定届（本様式）に転記して届け出て
ください。

– ３６協定届（本様式）を用いて３６協定を締結することもできます。その
場合には、労働者代表の署名又は記名・押印が必要です。

– 必要事項の記載があれば、協定届様式以外の形式でも届出できます。

３６協定の届出は電子申請でも行うことができます。
（任意）の欄は、記載しなくても構いません。

土日祝日

土日祝日

協定書を兼ねる場合には、労働者代表
の署名又は記名・押印が必要です。

３７０時間

２７０時間

２７０時間

３２０時間

３２０時間

４０時間

２５時間

２５時間

３０時間

３０時間

３．５時間

２．５時間

２．５時間

３．５時間

３．５時間

７．５時間

７．５時間

７．５時間

７．５時間

７．５時間

表面
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３６協定届の記載例（特別条項）
（様式第９号の２（第16条第１項関係））

臨時的に限度時間を超えて労働させる場合には様式第９号の２の
協定届の届出が必要です。

様式第９号の２は、
・限度時間内の時間外労働についての届出書（１枚目）と、
・限度時間を超える時間外労働についての届出書（２枚目）
の２枚の記載が必要です。

３６協定で締結した内容を協定届（本様式）に転記して届け出て
ください。
– ３６協定届（本様式）を用いて３６協定を締結することもできます。

その場合には、労働者代表の署名又は記名・押印が必要です。
– 必要事項の記載があれば、協定届様式以外の形式でも届出できます。

３６協定の届出は電子申請でも行うことができます。
（任意）の欄は、記載しなくても構いません。

事業場（工場、支店、営業所
等）ごとに協定してください。

労働保険番号・法
人番号を記載して
ください。

この協定が有効と
なる期間を定めて
ください。１年間
とすることが望ま
しいです。

業務の範囲を細分化し、
明確に定めてください。

事由は具体的に
定めてください。

対象期間が３か
月を超える１年
単位の変形労働
時間制が適用さ
れる労働者につ
いては、②の欄
に記載してくだ
さい。

１年間の上限時間
を計算する際の起
算日を記載してく
ださい。その１年
間においては協定
の有効期間にかか
わらず、起算日は
同一の日である必
要があります。

１日の法定労働時間を
超える時間数を定めて
ください。

１か月の法定労働時間を超える時間
数を定めてください。①は45時間
以内、②は42時間以内です。

１年の法定労働時間を超える時間数
を定めてください。①は360時間以
内、②は320時間以内です。

金属製品製造業 ○○金属工業株式会社 ○○工場
○○○ ○○○○

○○市○○町１－２－３
○○○ ○○○○ ○○○○

○○○○年４月１日から１年間

○○○○年４月１日

受注の集中

月末の決算事務

設計

臨時の受注、納期変更

検査

経理

製品不具合への対応

機械組立

棚卸 購買

１０人

２０人

１０人

５人

５人

３時間

２時間

２時間

３時間

３時間

３０時間

１５時間

１５時間

２０時間

２０時間

２５０時間

１５０時間

１５０時間

２００時間

２００時間

受注の集中 設計

臨時の受注、納期変更 機械組立

１０人

２０人

１か月に１日

１か月に１日

８：３０～１７：３０

８：３０～１７：３０

土日祝日

土日祝日

３７０時間

２７０時間

２７０時間

３２０時間

３２０時間

４０時間

２５時間

２５時間

３０時間

３０時間

３．５時間

２．５時間

２．５時間

３．５時間

３．５時間

７．５時間

７．５時間

７．５時間

７．５時間

７．５時間

１枚目
（表面）

労働時間の延長及び休日の労働は必要最小限にとどめられるべきであり、
労使当事者はこのことに十分留意した上で協定するようにしてください。

なお、使用者は協定した時間数の範囲内で労働させた場合であっても、労
働契約法第５条に基づく安全配慮義務を負います。

20大阪労働局



業務の範囲を細
分化し、明確に
定めてください。

事由は一時的又は突発的に時間外労働を行
わせる必要のあるものに限り、できる限り
具体的に定めなければなりません。
「業務の都合上必要なとき」「業務上やむ
を得ないとき」など恒常的な長時間労働を
招くおそれがあるものは認められません。

１年間の上限時
間を計算する際
の起算日を記載
してください。
その１年間にお
いては協定の有
効期間にかかわ
らず、起算日は
同一の日である
必要があります。

月の時間外労働
の限度時間（月
45時間又は42
時間）を超えて
労働させる回数
を定めてくださ
い。年６回以内
に限ります。

限度時間（月45時間又は42時
間）を超えて労働させる場合の、
１か月の時間外労働と休日労働
の合計の時間数を定めてくださ
い。月100時間未満に限ります。
なお、この時間数を満たしてい
ても、２～６か月平均で月80時
間を超えてはいけません。

限度時間（年360
時間又は320時
間）を超えて労働
させる１年の時間
外労働（休日労働
は含みません）の
時間数を定めてく
ださい。年720時
間以内に限ります。

時間外労働と法定休日労働を合計し
た時間数は、月100時間未満、２～６
か月平均80時間以内でなければいけ
ません。これを労使で確認の上、必
ずチェックを入れてください。
チェックボックスにチェックがない
場合には、有効な協定届とはなりま
せん。

○○○○年４月１日

突発的な仕様変更、新システムの導入 設計

検査

機械組立

１０人

２０人

１０人

９０時間

９０時間

８０時間

７００時間

６００時間

５００時間

○○○○ ３ １２

○○○○ ３ １５

投票による選挙

検査課主任

山田花子

工場長

田中太郎 ㊞

機械トラブルへの対応

製品トラブル・大規模なクレームへの対応

６回

６回

４回

３５％

３５％

３５％

限度時間を超えて時
間外労働をさせる場
合の割増賃金率を定
めてください。
この場合、法定の割
増率（25%）を超え
る割増率となるよう
努めてください。

限度時間を超え
た労働者に対し、
裏面の記載心得
１（９）①～⑩
の健康確保措置
のいずれかの措
置を講ずること
を定めてくださ
い。

①、③、⑩
対象労働者への医師による面接指導の実施 、対象労働者に１１時間の勤務間インターバルを設定、
職場での時短対策会議の開催

労働者代表者に対する事前申し入れ

限度時間を超え
て労働させる場
合にとる手続に
ついて定めてく
ださい。

○ ○

３５％

３５％

３５％

限度時間を超えて時
間外労働をさせる場
合の割増賃金率を定
めてください。
この場合、法定の割
増率（25%）を超え
る割増率となるよう
努めてください。

６時間

６時間

６時間

６．５時間

６．５時間

６．５時間

１００時間

１００時間

９０時間

８２０時間

７２０時間

６２０時間

労働者の過半数で組織する労働組合が無い
場合には、３６協定の締結をする者を選ぶ
ことを明確にした上で、投票・挙手等の方
法で労働者の過半数代表者を選出し、選出
方法を記載してください。
使用者による指名や、使用者の意向に基づ
く選出は認められません。

押印も必要です。

管理監督者は労働者代表
にはなれません。

協定書を兼ねる場合には、労働者代表
の署名又は記名・押印が必要です。

２枚目
（表面）

臨時的な特別の事情がなければ、限度時間（月45時間又は42
時間・年360時間又は320時間）を超えることはできません。

限度時間を超えて労働させる必要がある場合でも、時間外労働
は限度時間にできる限り近づけるように努めてください。
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１か月の時間外労働
１日８時間・１週40時間

を超える労働時間

60時間以下 60時間超

大企業 25% 50%

中小企業 25% 25%

② 月60時間を超える残業は、割増賃金率を引上げます

１か月の時間外労働
１日８時間・１週40時間

を超える労働時間

60時間以下 60時間超

大企業 25% 50%

中小企業 25% 50%

（現在） （改正後）

月60時間超の残業割増賃金率
大企業、中小企業ともに５０％

※中小企業の割増賃金率を引上げ

月60時間超の残業割増賃金率大企業は ５０％

中小企業は ２５％
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※ 中小企業における残業時間の上限規制の適用

➤ 2020年４月1日

※ 中小企業における月60時間超の残業の割増賃金率引上げの適用

➤ 2023年4月1日
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③ 年5日の年次有給休暇の取得を、企業に義務づけます

①労働者が使用者に
取得希望時季を申出

労働者 使用者

②○月×日に年休が成立

①使用者が労働者に
取得時季の希望を聴取

②労働者の希望を踏まえ
使用者が取得時季を指定

そもそも、①の希望申出がしにくい
という状況がありました。

 我が国の年休取得率：49.4%
③○月×日に年休が成立

（現在）

労働者が自ら申し出なければ、
年休を取得できませんでした。

（改正後）

使用者が労働者の希望を聴き、
希望を踏まえて時季を指定。

年５日は取得していただきます。

例 ｢○月×日に休みます」

例 ｢○月×日に休んでください」

労働者 使用者
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・使用者は、時季指定に当たっては、労働者の意見を聴取し、その意見を尊重するよう努めなければなりません。
・使用者は、労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保存しなければなりません。



労働時間の状況を客観的に把握することで、
長時間働いた労働者に対する、医師による面接指導 ※ を確実に実施します。

※「労働安全衛生法」に基づいて、残業が一定時間を超えた労働者から申出があった

場合、使用者は医師による面接指導を実施する義務があります。

④ 労働時間の状況の把握の実効性確保

健康管理の観点から、裁量労働制が適用される人や管理監督者も含め、
すべての人の労働時間の状況が客観的な方法その他適切な方法で把握されるよう
法律で義務づけます。

2019年4月～
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日本人同士でも労使間のトラブルは法律の知識不足、
コミュニケーション不足で起こります。

外国人労働者との間には更に注意が必要です。

おわりに

大阪労働局 29

大阪労働局に寄せられた相談件数

平成29年度 114,492件

平成29年 372件（外国人労働者相談コーナー）



ご不明な点は

30

ご清聴ありがとうございました

大阪労働局

最寄りの
労 働 基 準 監 督 署
にお問合せ下さい


